
蒲郡市監査公表第 ８ 号 

 

地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき市長から措置を講じた旨の通知があっ

たので、同項の規定によりその内容を公表します。 

 

令和２年３月２５日 

 

蒲郡市監査委員 草 次 英 夫 

同 永 川 貴 士 

同 牧 野 泰 広 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式） 

措置の通知書 （企画部 秘書広報課） 

監査期間 
令和元年１２月２６日から 

令和２年 ２月２５日まで 

令和元年度蒲監第９３号関係分 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

〔 改善事項 〕 

 一者随意契約の締結に当たり、支出負

担行為決議書に業者選定理由が明記さ

れていないものが見受けられたので、業

者選定手続きの透明性、公平性が確保さ

れるよう改善されたい。 

 

一者随意契約の業者選定理由が明記

されていない支出負担行為決議書につ

いては、「５万円を超える場合」二者以

上の見積徴取または業者選定理由の記

載が必要である旨を担当職員に説明し

た。但し、この基準が１０月に更新され、

現在は「１０万円を超える場合」に基準

が変わったことも併せて説明し、今後の

見積徴取時に留意するよう促した。 

 



（様式） 

措置の通知書 （企画部 企画政策課） 

監査期間 
令和２年 １月１０日から 

令和２年 ２月２５日まで 

令和元年度蒲監第９３号関係分 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

〔 意 見 〕 

本市の特色である再生医療等の最先

端医療分野をまちづくりに活用し、さら

なるヘルスケア産業の集積・発展に取り

組まれるとともに、市民の健康意識の向

上のため、情報発信を推進されるよう努

められたい。 

 

再生医療のまちづくりについては、蒲

郡再生医療産業化推進委員会を中心に、

市民病院や企業との連携を深め、着実に

事業の進捗を図るとともに、市民への普

及啓発や再生医療学会を通じて再生医

療のまちがまごおりを発信して参りま

す。 

 


